
里山をいかす「関さんの森道路案」の実現に、賛同の署名を！ 
 

署名の趣旨 

 １．道路に反対している訳ではありません。話し合いによる、里山をいかす道づくりを求めています。 

・ 松戸市幸谷地区に広がる 2.1 ヘクタールの里山｢関さんの森｣は、歴史・環境学習の場として、また市
民の憩いの空間として親しまれています。地権者の関さんは、この森をかたまりのまま、将来の子ど

もたちのために寄贈したいと願っています。 

・ しかしいま「関さんの森」が、松戸市都市計画道路 3･3･7 号線(横須賀・紙敷線)の直線道路建設のた
め、強制収用により分断されようとしています。 

・ 私たちは森へのダメージを極力抑えた「関さんの森道路案」を提案しています。またその実現のた
め、地権者は道路用地を松戸市に寄付する意向です。 

 

２．強制収用ではなく、話し合いによる解決ができれば、 

① 市街地にある貴重な文化歴史資産、自然環境が将来にわたって保全される。 

② 地権者は道路用地を無償で提供する用意がある。 

③ ｢関さんの森道路案｣と松戸市案の通行時間の差異はわずかである。（推定 10 秒以内） 

ことより、｢関さんの森道路案｣の方が、市民にとってはるかにメリットが大きいと考えます。   

 

３．以上により、私たち関美智子・関啓子、関さんの森エコミュージアム、関さんの森を育む会は、次の3点を、

川井敏久松戸市長、松戸市議会に陳情いたします。 

 

① 3・3・7 号線の幸谷地区区間を、里山をいかす道路とするため、協議する場を持つこと。 
② 「関さんの森」を大きな塊として残すために、「関さんの森道路案」を実現すること。 
③ 協議が終了するまで、土地収用手続きを停止すること。 

 

ご賛同いただける皆様の署名をお願いいたします。（「関さんの森道路案」は、別紙・陳情書をご参照ください。） 

賛同署名欄 

お名前 ご住所 

  

  

  

  

  

本署名でいただいた個人情報は上記に掲げる陳情のみに使用いたします。署名は本件の解決が見られるまで有効とし、

陳情に活用させていただきます。                                                    

 

署名いただいた原本を下記までお送りください。 

（署名用紙が足りない場合は、コピーかホームページよりダウンロードしてください。） 

 

関さんの森エコミュージアム： 〒270-0017 千葉県松戸市幸谷 131 

               電話 090-9365-9608（武笠）  Fax 047-343-7694（小堀） 

関さんの森ホームページ  http://homepage3.nifty.com/matsudo/seki/seki.top.htm 


